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確認申請書等の様式変更についてのお知らせ 
 
 

日頃より、当機関をご利用いただきありがとうございます。 
この度、建築基準施行規則の改正等により下記のとおり確認申請書等の様式が一部変更となりますの

でお知らせいたします。 
 

記 
 
≪申請書の主な変更箇所≫ 
■確認申請書（建築物）（計画変更確認も同様、以下同じ） 

・申請書第三面【18.欄】、概要書二面【20.欄】 
【建築基準法施行令第 43 条第１項及び第 46 条第４項等に係る経過措置の適用】欄の削除 

  (柱の小径の基準及び壁量基準等の見直しに係る経過措置の終了のため） 
 
・確認申請書変更前 

 
 
・確認申請書変更後 

 
また、注意点が 2 点あります。次頁の国土交通省のお知らせを参照してください。 

 
〇適用年月日・・・令和 8 年 4 月 1 日以降の申請引受分より 
  §令和 8 年 3 月 31 日までに着工した経過措置対象の建築物は、4 月 1 日以降に計画変更を申請

する場合も、備考欄に「経過措置適用有り」と記載してください。     
以上 
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